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老
齢
基
礎
年
金
繰
り
上
げ
受
給

　

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は

65
歳
か
ら
受
け
取
る
の
が
基
本
で

す
が
、
本
人
が
希
望
す
れ
ば
60
歳

か
ら
で
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
場
合
、
受
け
取
る
年

金
額
が
65
歳
か
ら
受
け
取
り
始
め

る
年
金
額
に
比
べ
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

減
額
率
は
、
受
給
を
希
望
し
、

請
求
し
た
月
か
ら
65
歳
に
な
る
月

の
前
月
ま
で
の
月
数
に
応
じ
て
、

１
か
月
繰
り
上
げ
る
ご
と
に
０
・

５
％
ず
つ
低
く
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
繰
り
上
げ
の
請
求
を

行
う
月
に
よ
っ
て
減
額
率
は
異
な

り
ま
す
。
な
お
、
減
額
は
一
生
続

き
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

年
金
を
受
け
取
る
手
続
き
を
裁

定
請
求
と
い
い
、
国
民
年
金
の
裁

定
請
求
の
手
続
き
は
、
市
区
町
村

役
場
の
国
民
年
金
の
窓
口（
第
２

号
お
よ
び
第
３
号
被
保
険
者
期
間

が
あ
る
場
合
は
年
金
事
務
所
）で

行
い
ま
す
。

繰
り
上
げ
受
給
の
注
意
点

　

繰
り
上
げ
受
給
を
す
る
と
、
い

く
つ
か
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま

す
。
十
分
理
解
し
た
う
え
で
、
繰

り
上
げ
受
給
を
す
る
か
ど
う
か
決

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
繰
り
上
げ
の
請
求
を
し
た
場
合

は
、
裁
定
の
取
り
消
し
や
変
更
は

で
き
ま
せ
ん
。

②
請
求
時
の
年
齢
に
応
じ
て
年
金

額
が
減
額
さ
れ
、
一
生
減
額
さ
れ

た
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

③
繰
り
上
げ
受
給
後
は
、
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
に
障
が
い
の
状
態

に
な
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
障
害

基
礎
年
金
が
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

④
繰
り
上
げ
受
給
後
に
遺
族
年
金

等
が
発
生
し
た
場
合
は
、
65
歳
に

な
る
ま
で
の
間
、
老
齢
基
礎
年
金

と
遺
族
年
金
の
ど
ち
ら
か
一
方
を

選
択
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
65

歳
か
ら
は
両
方
支
給
さ
れ
ま
す
が
、

老
齢
基
礎
年
金
は
減
額
支
給
の
ま

ま
で
す
。

⑤
寡
婦
年
金
を
受
け
る
権
利
が
な

く
な
り
ま
す
。

⑥
国
民
年
金
の
任
意
加
入
が
で
き

ま
せ
ん
。

老
齢
基
礎
年
金
繰
り
上
げ
受
給

総
額
（
累
計
額
）

　

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
40
年
間
保

険
料
を
納
め
て
、
65
歳
か
ら
の
年

金
額
を
満
額
7
8
0
，1
0
0
円

（
平
成
28
年
度
の
額
）受
け
取
る
も

の
と
し
て
計
算
し
て
い
ま
す
。（
単

位
：
円
）

※
表
中
の
金
額
は
、
受
給
開
始
年

齢
到
達
月（
誕
生
日
の
前
日
の
属

す
る
月
）に
繰
り
上
げ
し
た
減
額

率
に
よ
り
計
算
し
て
い
ま
す
。

※
実
際
に
は
、
請
求
し
た
月
に
応

じ
て
、
次
の
式
で
計
算
さ
れ
た
減

額
率
に
よ
っ
て
老
齢
基
礎
年
金
額

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
減
額
率
＝
0
.
5
％
×
繰
り
上

げ
請
求
月
か
ら
65
歳
に
な
る
月
の

前
ま
で
の
月
数

老
齢
基
礎
年
金
繰
下
げ
受
給

　

国
民
年
金
の
老
齢
基
礎
年
金
は
、

本
人
が
希
望
す
れ
ば
66
歳
か
ら
70

歳
ま
で
の
希
望
す
る
と
き
か
ら
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
受
け
取
る
年
金
額
が

65
歳
か
ら
受
け
始
め
る
年
金
額
に

比
べ
増
額
さ
れ
ま
す
。
増
額
率
は
、

65
歳
に
な
っ
た
月
か
ら
繰
下
げ
の

申
し
出
を
行
っ
た
月
の
前
月
ま
で

の
月
数
に
応
じ
て
、
１
か
月
繰
下

げ
る
ご
と
に
0
・
7
％
ず
つ
高
く

な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
繰
下
げ
の
請
求
を
行

う
月
に
よ
っ
て
増
額
率
は
異
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
昭
和
16
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
、
66

歳
で
受
け
取
り
始
め
た
場
合
は
12

％
、
67
歳
で
は
26
％
、
68
歳
で
は

43
％
、
69
歳
で
は
64
％
、
70
歳
で

は
88
％
の
増
額
と
な
り
ま
す
。

※
表
は
昭
和
16
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方

受給開始年齢

累計額
60歳
70%

61歳
76%

62歳
82%

63歳
88%

64歳
94%

65歳
100%

60歳時 546,070
61歳時 1,092,140 592,876
62歳時 1,638,210 1,185,752 639,682
63歳時 2,184,280 1,778,628 1,279,364 686,488
64歳時 2,730,350 2,371,504 1,919,046 1,372,976 733,294
65歳時 3,276,420 2,964,380 2,558,728 2,059,464 1,466,588 780,100
70歳時 6,006,770 5,928,760 5,757,138 5,491,904 5,133,058 4,680,600
75歳時 8,737,120 8,893,140 8,955,548 8,924,344 8,799,528 8,581,100
80歳時 11,467,470 11,857,520 12,153,958 12,356,784 12,465,998 12,481,600

支給の繰下げを申し出た日の年齢 受取率

65歳 100%

66歳0か月～66歳11か月 108.4％～116.1％

67歳0か月～67歳11か月 116.8％～124.5％

68歳0か月～68歳11か月 125.2％～132.9％

69歳0か月～69歳11か月 133.6％～141.3％

70歳 142%

問い合わせ先
市民課　☎（32）8895
栃木年金事務所
☎0282（22）6074、 4134

国民年金だより


